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京都市区役所事務分掌規則等の一部を改正する規則を公布する。 

令和５年２月２０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市区役所事務分掌規則等の一部を改正する規則 

（京都市区役所事務分掌規則の一部改正） 

第１条 京都市区役所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

第６条第３項子どもはぐくみ室の款第２８号を同款第２９号とし、同款第２７号の次

に次の１号を加える。 

  （２８） 出産・子育て応援給付金の支給に係る申請に関すること。 

（京都市区役所支所事務分掌規則の一部改正） 

第２条 京都市区役所支所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

第６条第３項子どもはぐくみ室の款第２８号を同款第２９号とし、同款第２７号の次

に次の１号を加える。 

（２８） 出産・子育て応援給付金の支給に係る申請に関すること。 

（京都市区役所出張所事務分掌規則の一部改正） 

第３条 京都市区役所出張所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中第６７号を第６８号とし、第６６号を第６７号とし、第６５号の次に

次の１号を加える。 

( ６ ６ ) 出産・子育て応援給付金の支給に係る申請に関すること。 

（京都市事務分掌規則の一部改正） 

第４条 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

第１３条子ども若者未来部の款子ども家庭支援課の項中第４２号を第４４号とし、第

３７号から第４１号までを２号ずつ繰り下げ、第３６号の次に次の２号を加える。 

  （３７） 出産・子育て応援事業に関する事務の統轄に関すること。 

  (3８) 出産・子育て応援給付金の支給に関すること。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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